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＊ 本文中の本市職員に関する数値については、特にただし書きがない限り、

越谷・松伏水道企業団、東埼玉資源環境組合等への派遣職員を含んでおり、

非常勤職員及び臨時職員は含みません。 



１ 職員の任免及び職員数に関する状況 

地方分権が進展する中、越谷市は、平成１５年度に特例市となったこ

となどにより、県の事務の一部が移譲されています。また、本格的な少

子高齢社会を迎え、各種行政サービスに対するニーズも高まっています。 

このような状況の中、本市は、平成２２年４月１日時点の職員数を平

成１７年４月１日時点に比べ４.７％削減することを目標とする定員管

理計画を平成１８年３月に作成しました。目標達成には、第４次行政改

革大綱実施計画に掲げた項目を中心に取組み、新規採用数を退職数より

抑えることで実現を図ることとしています。 

なお、平成１９年４月１日時点の職員数は、越谷・松伏水道企業団及

び東埼玉資源環境組合への派遣職員を除く総務省の定員管理調査ベース

で２,４８２人とし、平成１８年４月１日に比べて１６人の減､平成１７

年４月１日に比べて３０人の減としました。 

また、総務省が公表している「財政比較分析表（平成１７年度普通会

計決算）」の人口１,０００人あたりの職員数の比較では、全国の類似団

体である特例市３９市の平均は６.７１人ですが、本市は５.９３人で、

３９市中６番目に少ない職員数となっています。 
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⑴ 職員数の推移 

平成１５年度 

（H15.4.1） 

平成１６年度 

（H16.4.1） 

平成１７年度 

（H17.4.1） 

平成１８年度 

（H18.4.1） 

平成１９年度 

（H19.4.1） 

２，５３０人 ２，５１６人 ２，５１２人 ２，４９８人 ２，４８２人

 

⑵ 部門別職員数の状況と主な増減理由        （単位＝人） 

職 員 数 

区 分 平成 
１８年度 
（H18.4.1） 

平成 
１９年度
（H19.4.1）

対前年度
増減数

主な増減理由 

議 会 14 14 0  

総 務 333 327 ▲ 6
旅券交付事務移譲による増員 
業務体制見直しによる減員 

税 務 104 104 0  

労 働 3 3 0  

農 水 26 26 0  

商 工 14 14 0  

土 木 191 185 ▲ 6 業務体制見直しによる減員 

民 生 493 488 ▲ 5 配置見直しによる減員 

衛 生 121 121 0  

一
般
行
政
部
門 

小 計 1,299 1,282 ▲ 17  

教 育 273 271 ▲ 2
教育センター及び高校総体担当の
新設による増員 
業務体制見直しによる減員 

消 防 289 294 5
業務体制充実による増員、欠員補
充による増員 

教
育
・
消
防 

部
門 

小 計 562 565 3  

病 院 526 528 2 業務体制充実による増員 

下水道 23 22 ▲ 1 業務体制見直しによる減員 

その他 88 85 ▲ 3
越谷駅西口区画整理の事業完了
等による減員 

公
営
企
業
等
会
計

部
門 

小 計 637 635 ▲ 2  

合    計 2,498 2,482 ▲ 16  
 

＊ 上記⑴⑵ともに、総務省の定員管理調査の基準によるもので、再任用

短時間勤務職員、他団体からの派遣による職員、越谷・松伏水道企業団、

東埼玉資源環境組合への派遣職員は含みません。 

  なお、他団体からの派遣による職員、越谷・松伏水道企業団、東埼玉

資源環境組合への派遣職員を含んだ職員数の推移は、下表のとおりです。 
 

H15.4.1 H16.4.1 H17.4.1 H18.4.1 H19.4.1 

2,712 人 2,699 人 2,690 人 2,678 人 2,657 人 
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⑶ 職員の採用の状況               （単位＝人） 

職  種 

平成１７年度 

（H17.4.1 

～H18.3.31） 

平成１８年度

（H18.4.1 

～H19.3.31）

事   務 19 (7) 20 (10)

技   術 4  4 

保 育 士 6 (6) 8 (7)

消 防 士 12 (2) 12 

保 健 師  1 (1)

指導主事 12 (3) 8 (1)

行 政 職 

 53 (18) 53 (19)

医  師 23 (7) 30 (9)

医療技術員 4 (2) 4 (3)

看 護 師 21 (20) 38 (37)

助 産 師 3 (3) 7 (7)

医 療 職 

 51 (32) 79 (56)

現 業 職 

（自動車運転手、給食調理員、環境整備員など）
18 (5) 21 (6)

合  計 122 (55) 153 (81)

＊ （  ）は、女性の内数 

＊ 他団体からの派遣職員の着任や他団体へ派遣していた職員の帰任は、含

みません。 

 

⑷ 職員の再任用の状況 

再任用職員とは、高齢者雇用の推進等のため、定年退職者等のうち改

めて採用される職員であり、地方公務員法第２８条の４の規定により採

用される常時勤務職員と、同法第

２８条の５の規定により採用され

る短時間勤務職員がいます。 
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区 分 
平成 

１８年度 

平成 

１９年度 

常時勤務 ４人 ２人

短時間勤務 ４０人 ６１人



⑸ 職員の退職の状況                （単位＝人） 

平成１７年度 
（H17.4.1～H18.3.31） 

平成１８年度 
（H18.4.1～H19.3.31） 

職  種  
普 
通 

死
亡

勧
奨

定
年

計 
普
通

死
亡

勧
奨

定 
年 

免 
職 

計

事 務 5 3 13 10 31 5 18 26  49

技 術  1 4 3 8 2 1 1 6 1 11

保育士 3 5 1 9 2 2  4

消防士 1 2 1 4 1 1 8  10

保健師 1 1 2   0

栄養士  0 1 1  2

指導主事 8 8 9   9

看護師・寮母等   2 2 1  1

行政職 計 18 6 24 16 64 18 2 21 44 1 86

医 師 31 31 22   22

医療技術員 4 1 5 2 1 1  4

看護師 20 6 26 31 5 2  38

助産師 2 2 4   4

准看護師  2 1 3 1   1

医療職 計 57 9 1 67 59 0 7 3 0 69

自動車運転手  2 2 1 3  4

給食調理員 3 5 8 1 4  5

環境整備員  1 3 4   0

所務・園務・校務主事  3 3 1 1 10  12

水道施設管理員  0 3  3

福祉業務員  1 1   0

医療業務員  1 1   0

守 衛  0   0

調理師  0 1   1

施設管理員  0   0

技能員  0 1   0

現業職 計 3 1 1 14 19 3 2 1 20 0 26

合  計 78 7 34 31 150 80 4 29 67 1 181

＊ 再任用職員の任期満了は含みません。 
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２ 職員の給与の状況 

地方公共団体の職員の給与は、地方公務員法第２４条により、国や他

の地方公共団体の職員の給与、民間事業者の従業員の給与などを参考に、

条例で定めることとされています。 

本市における職員の給与については、人事院が国家公務員と民間事業

所の給与を比較し、政府に対し較差を解消するよう勧告を行う人事院勧

告等に基づき、その水準の適正化を図ることとしています。平成１８年

の人事院勧告においては、基本給は据え置きとされましたが、平成１７

年には基本給を０．３６％引き下げる勧告が出され、本市においても勧

告どおり改定を行いました。 

給与水準を国との比較で端的に表すため、国の給料を基準にしたラス

パイレス指数がありますが、これは国の給料を１００として地方公共団

体の給料を表すもので、本市のラスパイレス指数は、平成１１年以降は

１００を下回る水準で推移しており、平成１８年は９９.０となってい

ます。他団体との比較を見ると、埼玉県は１０１.７、全国の類似団体

である特例市の平均は９９.５となっており、本市は､この類似団体３９

市中１３番目に低い指数となっています。 

 

⑴ 人件費の状況（平成１８年度普通会計決算） 

歳出総額 人件費 人件費率 

74,630,588 千円 17,148,834 千円 23.0％ 

＊ 人件費には、市町村職

員共済組合負担金、退職

手当負担金、市長や議長

などの特別職に支給され

る報酬等を含みます。 

 

⑵ 職員給与費の状況（平成１８年度普通会計決算） 

給 与 費 
職員数 

（A） 給 料 職員手当 
期末・勤勉

手当 

合 計 

（B） 

１人あたり 

給与費 

（B／A） 

1,860 人 
7,574,685 

千円 

1,758,116

千円

3,284,392

千円

12,617,193 

千円 

6,783

千円
 

＊ 職員手当には、退職金は含みません。 

＊ 職員数は、平成１８年４月１日に普通会計に属するものです。 
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⑶ 職員の平均年齢及び平均給料月額の状況（平成１９年４月１日現在） 

区  分 平均年齢
１人あたり 

給料月額 

行政職 （事務職員、技術職員など） 43.8 歳 335,998 円 

現業職 （自動車運転手、給食調理員、 

環境整備員など） 
41.5 歳 286,088 円 

 

＊ 数値は、普通会計に属するものです。 

 

⑷ 職員の初任給の状況（平成１９年４月１日現在） 

学 歴 初 任 給 

大学卒 176,800 円

短大卒 159,700 円

高校卒 148,000 円

＊ 行政職給料表適用者 

 

⑸ 行政職の級別職員数の状況（平成１９年４月１日現在） 

職務の級 １級 ２級 ３級 ４級 ５級 ６級 ７級 ８級 

標準的な 
職名 

主事 

技師 
主任 副主査

係長 

主査 
副課長 課長 副部長 部長 

職員数 ４５４人 ２３２人 ３７３人 ５１２人 １４１人 ９３人 ３８人 ２２人

構成比 24.3％ 12.4％ 20.0％ 27.5％ 7.6％ 5.0％ 2.0％ 1.2％

 

＊ 職員数は、行政職給料表適用者（構成比 100.0%）で、他団体からの

派遣による職員を含みます。 

 

⑹ 特別職の報酬などの状況（平成１９年４月１日現在） 

職 名 月 額 期末手当 職 名 月 額 期末手当

議 長 588,000 円 市 長 1,003,000 円 

副議長 529,000 円 副市長 841,000 円 

議 員 515,000 円 

4.45 月分

収入役 746,000 円 

教育長 746,000 円 
 

常勤監査委員 533,000 円 

4.45 月分
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⑺ 職員手当の状況 

手当の種類 
主 な 内 容 

（平成１９年４月１日現在、記載金額は月額） 

平成１８年度
支給実績 
（普通会計）

扶養手当 
配偶者 13,000 円、扶養親族１人につき 6,000 円、 
特定の加算 5,000 円※１ 

231,560
千円

地域手当※2 給料及び扶養手当の月額合計の８％ 
701,766
千円

住居手当 

○ 借家・賃貸等の場合 
（家賃額－23,000 円）×1/2＋11,000 円 

※ 27,000 円を上限 
○ 新築・購入から５年以内  5,500 円 
○ 上記以外  4,000 円 

139,378
千円

通勤手当 

○ 交通機関 
6 か月定期等の最も経済的な額 

○ 自動車等   
使用距離に応じ 3,800 円～24,500 円の範囲内の額 

※ 併用上限額  55,000 円 

129,941
千円

単身赴任手当 
転勤等に伴い、配偶者等と別れてその住居を移転し、単
身で生活することがやむを得ないと認められる場合に支給 

174
千円

特殊勤務手当 

著しく危険、不快、不健康又は困難な勤務その他の著しく
特殊な勤務で、給与上特別の考慮を必要とし、かつ、その
特殊性を給料で考慮することが適当でないと認められる勤
務に従事する職員に対し、その勤務の特殊性に応じて支
給 （詳細※3） 

31,644
千円

超過勤務手当 
（休日給含む） 

 

勤務日 勤務を要しない日 休日 

・５時～ 
始業時間 

・終業時間 
～２２時 

・０時 
～５時

・２２時 
～２４時

５時 
～２２時

・０時 
～５時

・２２時 
～２４時

正規の 
勤務時間 

125/100 150/100 135/100 160/100 135/100 

個人ごとの時間単価に上記率を乗じて支給 

357,195
千円

管理職手当 

部長 65,000 円、参事 60,000 円、 
副部長 55,000 円、副参事 50,000 円、 
課長 45,000 円、主幹 40,000 円、 
副課長 35,000 円、副主幹 30,000 円 

121,503
千円

期末勤勉手当 
○  6 月期 期末手当 1.4 月分、勤勉手当 0.725 月分 
○ 12 月期 期末手当 1.6 月分、勤勉手当 0.725 月分 

3,284,392
千円

退職手当 

 
区 分 勤続 20 年 勤続 25 年 勤続 35 年 

普通 23.5 月分 33.5 月分 47.5 月分 

定年・勧奨 30.55 月分 41.34 月分 59.28 月分 
 

原則として退職日における給料月額に上記率を乗じて支給 
 

（埼玉県市町
村総合事務
組 合 か ら 同
組合条例に
基づき支給）

 

※１ 扶養親族としての子のうち、満１５歳から満２２歳までの子がいる場合に行う

ものです。 

※２ 平成１８年度支給実績は、給料及び扶養手当の月額合計の９％として支給した

ものです。なお、地域手当は、平成２３年度以降は６％となり、平成１９年度及

び平成２０年度は８％、平成２１年度及び平成２２年度は７％とする経過措置が

設けられています。 
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※３ 特殊勤務手当の詳細 

名  称 支給対象 金  額 

⑴ 税務職員手当 
市税(国民健康保険税を含む。以下
同じ。)の賦課、徴収に関する事務に
従事した職員 

給料月額の２％ 
（上限 3,500 円/月） 

⑵ 徴収手当 
臨戸により市税の滞納整理に従事し
た職員 

150 円/日 

⑶ 防疫作業手当 

次に掲げる作業に従事した職員 
① 感染症の患者又は感染症の疑い
のある患者の救護 

② 感染症が発生し、又は発生するお
それがある区域内において行う消毒
及び感染症の病原体に汚染された
物件又は汚染された疑いがある物件
の処理 

③ 伝染性疾病等の病原体を保有す
る獣畜又は保有する疑いのある獣
畜に対する防疫 

④ 人体に有害な薬品を使用して行う
植物の防疫 

290 円/日 

⑷ 行旅病死人取扱手当 

次に掲げる作業に従事した職員 
① 行旅病人の救護等に関する業務
② 行旅死亡人の処置等に関する業
 務 

①1,000 円/回 
②2,000 円/回 

⑸ 社会福祉業務手当 

社会福祉法(昭和 26 年法律第 45
号)第 15 条第 1 項第 2 号に規定す
る現業を行う職員及び市立病院にお
いて同様の業務を行う職員 

7,000 円/月 

⑹ 福祉施設指導員手当 

知的障害児通園施設、肢体不自由
児通園施設及び知的障害者授産施
設において生活指導又は作業指導の
業務に従事する職員 

5,000 円/月 

⑺ 特殊車両運転作業手当

次に掲げる作業に従事した職員 
① シヨベルローダ、ブルドーザ等の
大型特殊車両の運転作業 

② 上記に規定する車両以外で市長
が別に定める特殊車両の運転作業

 
①150 円/日 
 
②100 円/日 
 

⑻ 夜間特殊業務手当 

守衛、消防職員又は市立病院に勤
務する職員が、深夜(午後 10 時後翌
日の午前 5 時前の間をいう。)にわた
り、正規の勤務時間として勤務した場
合 

（５時間超）  1,100 円/回 

（２時間以上５時間以下） 

730 円/回

（２時間未満）   410 円/回

⑼ 通信指令管制業務手当 
消防職員が、通信、指令、管制業務
に従事したとき 

150 円/日 

⑽ 機関員勤務手当 
消防自動車の運転及びポンプの操作
等機関員の勤務に従事した職員 

180 円/日 

⑾ はしご搭乗手当 
はしご車搭乗、点検等の業務に従事
した職員 

100 円/日 

⑿ 災害出動手当 
火災及び水災事故等の災害に出動
した職員 

400 円/回 

⒀ 救急出動手当 
交通事故、災害等の救急現場に出
動し、傷病者を病院等に収容し、又は
現場手当を施した職員 

150 円/回 

⒁ 医師手当 
市立病院の診療業務に従事する医
師 

50,000 円/月 
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⒂ 臨床検査手当 

臨床検査技師、衛生検査技師又はこ
れに準ずる勤務を命ぜられている職
員が、結核菌その他の病原体等を取
扱う業務に従事した場合 

150 円/日 

⒃ 放射線取扱手当 

次に掲げる場合 
① 市立病院の放射線科医師、診療
放射線技師又はこれに準ずる勤務
を命ぜられている職員がエツクス線
その他の放射線を人体に照射し、
若しくは放射性同位元素を取扱う
業務又はこれらに付随する業務に
従事した場合 

② 上記の者以外の者が、診療のた
めエツクス線その他の放射線を人
体に照射し、若しくは放射性同位
元素を取扱う業務又はこれらに付
随する業務に従事した場合 

 
①230 円/日 
 
 
 
 
 
 
②110 円/日 

⒄ 早出勤務手当 
午前 7 時以前に正規の勤務時間とし
て勤務する職員 

450 円/回 

⒅ 夜間看護等手当 

次に掲げる場合 
① 助産師、看護師若しくは准看護
師又はこれらに準ずる職員が深夜
にわたり、正規の勤務時間として看
護等の業務に従事した場合 

② 医療職給料表の適用を受ける職
員のうち市長の定める職員が、正
規の勤務時間以外の時間におい
て、勤務の時間帯その他に関し市
長が定める特別な事情の下で救急
医療等の業務に従事した場合 

 
① 
（４時間以上） 3,300 円/回
（２時間以上４時間未満） 

2,900 円/回
（２時間未満） 2,000 円/回
 
②1,240 円/回 

⒆ 解剖手当 
医師、看護師、准看護師又は医療技
術員等が死体を所定の方法で処理
する業務に従事した場合 

500 円/体 

 

 

【参 考】 

 

平成１８年４月１日から廃止した特殊勤務手当 

差押執行手当、葬祭業務手当、葬祭用具取扱手当、家庭奉仕業務手当、 

清掃作業手当、下水道作業手当、土木作業手当、緊急処理作業手当、 

隔地勤務手当（以上９手当） 

 

平成１８年４月１日から改正した特殊勤務手当 

  自動車運転作業手当を特殊車両運転作業手当に改め、特殊車両に限定するとと

もに手当額を減額（ショベルローダー、ブルドーザ等は日額 150 円、パッカー車、

ダンプ等は日額 100 円） 
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３ 職員の勤務時間その他の勤務条件の状況 

 

⑴ 勤務時間 

職員の勤務時間は、越谷市職員の勤務時間に関する条例施行規則

により、一週間あたり３８時間４５分と定められており、原則、毎

週月曜日から金曜日までの、それぞれ午前８時３０分から午後５時

まで又は午前８時４５分から午後５時１５分までの勤務です（うち

休憩時間４５分）。 

ただし、市立病院、消防署、地区センター、保育所、児童館、図

書館等に勤務する職員については、交替勤務により土・日曜日等に

おける業務を実施し、市民の生命と財産の保護、市民サービスの向

上、円滑な施設の運営確保を図っています。 
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⑵ 休 暇 

職員の休暇は、越谷市職員の休暇に関する条例により、年次休暇、

特別休暇、介護休暇、病気休暇、組合休暇が定められており、それ

ぞれの概要及び取得状況は次のとおりです。 

 

区 分 内  容 
職員１人あたりの平均取得

日数（平成１８年度） 

年次休暇 

 
1 年度について 20 日受けられる有給の

休暇  
13.8 日 

特別休暇 

 
特別の事由により職員が勤務しないこと

が相当である場合に認められる有給の

休暇  

8.6 日 

（うち夏季特別休暇７.0 日）

※１

介護休暇 

 
配偶者、子、職員又は配偶者の父母な

どの親族で負傷、疾病又は老齢により２

週間以上にわたり日常生活を営むのに

支障がある者の介護をするため、勤務し

ないことが相当であると認められる場合に

おける無給の休暇 
 

19.0 日 

／ 取得者   1 人

15.7 日（私病休） 

／ 取得者 ４７９人
病気休暇 

 
職員が負傷又は疾病のため療養する必
要があり、勤務しないことがやむを得ない
と認められる場合における有給の休暇  

21.2 日（公病休） 

／ 取得者  １８人

組合休暇 

 
職員団体の業務又は活動に従事するた

めに認められる無給の休暇  

1.1 日 

／ 取得者   ４人

 

※１ 夏季特別休暇以外の特別休暇取得内訳 

内  容 取得者数

産前・産後休暇  （出産予定日６週間（多胎妊娠の場合には１４週間）前から産

後８週間を経過するまでの期間） 
４０人

忌引休暇 ３１３人

子の看護休暇  （小学校就学前の子の看護（予防接種、健康診断等は除く）の
ために１年度に５日） 

７７人

男性職員の育児参加のための休暇  （妻の出産予定日６週間（多胎妊娠の場
合は１４週間）前から産後８週間を経過するまでの期間において、夫である男性職

員が子の養育をするために１年度に５日） 
８人

妻の出産補助休暇  （妻の出産に伴う入院の付き添いや出産にかかる入院中の

世話、子の出生届等という事由により１年度に３日） 
１２人

その他（結婚休暇等） １７９人
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⑶ 育児休業 

育児休業とは、職員が任命権者の承認を受けて、３歳に満たない

子を養育するため、子が３歳に達する日までの期間を限度として、

職務に従事しないことを認める制度です。育児休業している期間に

ついては、給与は支給されません。 

平成１８年度については、前年度以前からの継続も含め、９７人

が取得しました。また、取得者の平成１８年度における平均取得日

数は、２０２日でした。 

なお、平成１８年度に育児休業から復職した職員は３９人で、１

人あたりの平均取得日数は４８０日（約１年４か月）でした。 

 

⑷ 時間外勤務（超過勤務）の状況 

   時間外勤務とは、公務のため臨時の必要がある場合等において、あ

らかじめ割り振られた正規の勤務時間を超える勤務及び週休日（閉

庁部門にあっては土・日曜日）の勤務をいい、平成１８年度の職員

１人あたりの時間外勤務の平均は、年間７２.３時間（１か月６.０

時間）でした。 
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４ 職員の分限及び懲戒処分の状況 

 

⑴ 分限処分の状況 

分限処分とは、地方公務員法第２８条に基づき、公務の能率を維

持し適正な運営を確保することを目的として、職員がその職責を十

分に果たすことができない場合に、降任、免職及び休職という、職

員の意に反して行う不利益な身分上の変動をもたらす処分のことで

す。平成１８年度については、降任及び免職処分はありませんでし

たが、休職処分は１３人で、これは、地方公務員法第２８条第２項

第１号「心身の故障のため、長期の休養を要する場合」を適用した

ものです。 
 
⑵ 懲戒処分の状況 

懲戒処分とは、地方公務員法第２９条に基づき、公務規律の確保

を目的として、関係法令等に違反する行為や信用を失墜する行為を

行った職員、全体の奉仕者たるにふさわしくない非行のあった職員

に対し、道義的責任を追及し制裁を科す処分のことで、種類として

は、戒告、減給、停職、免職があり、平成１８年度については、２

人の職員を懲戒処分としました。内訳として、免職処分が１人（公

務時間外に、飲酒のうえ無免許にて自家用自動車を運転中、道路交

通法違反（酒気帯び運転及び無免許運転）により現行犯逮捕された

ことによるもの）、戒告処分が１人（公務として市道の草刈作業を行

っていた際に、過って自転車で通りかかった女性の右手に動力式草

刈機の刃を接触させ、傷害を負わせたことによるもの）となってい

ます。 
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５ 職員の服務の状況 

 

⑴ 職務専念義務免除の状況 

地方公務員法第３５条により、職員は、法律又は条例に特別の定

めがある場合のほかは、その勤務時間及び職務上の注意力のすべて

をその職責遂行のために用いなければなりません。ただし、職務に

専念する義務の特例に関する条例及び規則により、研修を受ける場

合や厚生事業に参加する場合等に、任命権者の承認を得て、職務専

念義務が免除されることがあります。 

平成１８年度については、延べ８３３人（日数換算で１,１３７

日）の職務専念義務の免除がありました。 

 
 

⑵ 営利企業等従事の許可状況 

地方公務員法第３８条により、職員は、任命権者の許可を受けな

ければ、営利を目的とする会社等の役員を兼ね、又は報酬を得て、

いかなる事業もしくは事務にも従事等してはならないとされていま

す。 

任命権者が営利企業等への従事許可をする場合の基準としては、

①職員が当該営利企業等に従事しても、職務遂行上、公務能率の低

下を来すおそれがないこと、②当該営利企業と職員が属する地方公

共団体との間に相反する利害関係を生じるおそれがなく、かつ、職

務の公正を妨げるおそれがないこと、③職員及び職務の品位を損ね

ることがないこと、があります。 

平成１８年度については、講師（講演）５人等を含む、延べ９人

の職員の営利企業等への従事許可がありました。 
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６ 職員の研修の状況 

越谷市人材育成基本方針に基づき、職場において上司・先輩などが日

常の業務を通じて行う「職場研修」（ＯＪＴ）、職場を離れた場所で実施

する「職場外研修」（ＯｆｆＪＴ）、職員自身が自発的に取り組む「自己

啓発研修」の３つを柱に、職員の能力開発を進めています。このうち、

職場外研修の内容は、次のとおりです。 

 

平成１８年度 
区 分 目的及び内容  

コース数 日数 参加人数

階層別研修 

新採用職員から管理職員まで階層ごと

に、その職務遂行に必要な知識の習得

や能力開発、意識改革を目的に実施

＜新採用、一般職員（初級 ・中級 ･上

級）、監督職員、管理職員研修など＞ 

２７ ５３日 ６５３人

専門研修 

法令関係、法務能力及び政策形成能

力の向上を目的に実施 ＜民法、行政

法、政策形成研修など＞ 

６ １３日 １５４人

特別研修 

市民ニーズに的確に対応できる能力の

開発や実務に即した能力を身につける

ために実施 ＜交通安全、高齢者疑似

体験、接遇、メンタルヘルス研修など＞ 

３１ ３３日 １，００７人

派遣研修 

先進的な行政手法を実地に習得し、幅

広い視野を養うことを目的に関係機関

等へ職員を派遣 ＜自治人材開発セン

ター、自治大学校、市町村アカデミーへ

の派遣研修など＞ 

８８ ４６８日 ２５８人

合    計 １５２ ５６７日 ２,０７２人
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７ 職員の福祉及び利益の保護の状況 

 

⑴ 職員の福利厚生制度 

① 共済制度 

職員の共済制度は､社会保険制度の一環として、地方公務員等共

済組合法に基づき、職員の掛金と事業主である市が拠出する財源

により、埼玉県市町村職員共済組合において、下記の各種事業を

運営、実施しています。 

短期給付事業 職員とその家族の病気・ケガ・死亡・出産等に対する給付 

長期給付事業 職員の退職・障害・死亡に対する年金又は一時金の給付 

福祉事業 健康の保持増進事業や住宅資金等の貸し付けなど 

また、職員の掛金及び市の負担金の率等については、共済組合に

おいて定めており、平成１８年度普通会計における市の負担金は、

２，０１３，２６０千円でした。 

 

② その他の制度 

地方公務員法第４２条に基づく福利厚生事業として、職員の健康

保持や元気回復等を目的とした事業を実施しています。 

平成１８年度普通会計で、職員の健康保持に関する福利厚生事業

費として８１２千円、各職場等において実施するスポーツ・レクリエ

ーション等の福利厚生事業費として１０，０６９千円を支出しました。 
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⑵ 公務災害補償制度 

職員の災害補償制度は、地方公務員災害補償法に基づき、公務上

又は通勤途上の災害により、負傷等をした場合には、地方公務員災

害補償基金から一定の補償が行われます。補償等の内容は、療養補

償、障害補償、遺族補償などの補償制度及び補装具の支給、遺族特

別援護金、障害特別援護金などの福祉事業が定められています。 

なお、公務災害等の認定状況は下記のとおりです。 

 

区 分 平成１７年度 平成１８年度 増 減 

公務災害 ５５件 ３８件 ▲１７件 

通勤災害  ７件 １４件   ７件 

合 計 ６２件 ５２件 ▲１０件 
 

＊ 越谷・松伏水道企業団及び東埼玉資源環境組合にかかるものは含みま

せん。 

 

  ⑶  健康診断の状況 

労働安全衛生法第６６条等に基づき、一般健康診断、特殊健康診

断を実施するとともに、職員の自主的な健康管理を促進するため、

各種健康相談や健康教育等の事業を行い、職員の健康の保持・増進

に努めています。 

 

項    目 受 診 者 数 

一般健康診断 ２，１３４人／２，５５６人（対象者数） 

特殊健康診断 ８８６人 

 

＊ 対象者数及び受診者数には臨時職員等を含み、市立病院の職員、越

谷・松伏水道企業団及び東埼玉資源環境組合への派遣職員は含みません。 

＊ 特殊健康診断は、労働安全衛生法等に基づく有害業務従事者に対する

健康診断です。 
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 ⑷ 安全衛生管理の状況 

労働安全衛生法等の規定により設置されている各部署、事業所の

安全・衛生委員会において、職場巡視を行うほか、安全衛生管理対

策について協議し、職員の健康管理、作業方法改善、公務災害防止

等を推進しています。 

また、労働安全衛生研修、メンタルヘルス研修の開催や衛生管理

者資格取得講習、安全管理者講習会への職員の参加促進等を通じて、

安全衛生水準の向上に取り組んでいます。 

 

８ 公平委員会の業務の状況（勤務条件に関する措置の要求及び不利益処

分に関する不服申立ての状況） 

公平委員会とは、地方自治法第１８０条の５第１項及び地方公務員法

第７条の規定に基づき設置されている行政委員会で、３人の委員により

構成されており、地方公務員の労働基本権が制限されている代償として、

中立的な立場で職員の利益の保護と公正な人事権の行使を保障するため

に設けられています。準司法的権限を持っており、職員が、給与、勤務

時間その他の勤務条件について適当な措置が執られるべきことを要求し

たことを審査し判定すること、任命権者によって懲戒その他自分の意に

反する不利益な処分を受けた職員の不服申立てに対する裁決又は決定す

ること等の業務を担っています。 

なお、勤務条件に関する措置の要求、不利益処分に関する不服申立て

ともに、平成１８年度については、ありませんでした。 
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【問合せ】越谷市 総務部 人事研修課 

〒343-8501 埼玉県越谷市越ヶ谷四丁目２番１号 

Tel．048-963-9132(直通) Fax．048-965-6433(代表) 

E メールアドレス 10031200@city.koshigaya.saitama.jp  

 

 


